
等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和8年4月1日現在）

給料表（一）

(人） （%） 職名 （人） (人） （%） 段階
主事 401

計 401
主任 347
主任（再任用） 27

計 374
係長 71
主査 73
園長 10
副園長 1
館長 6
分館長 6
主査（再任用） 1

計 168
課長補佐 37
副主幹 15
副館長 1
科長補佐 9

計 62
課長 41
担当課長 3
主幹 9
室長 3
館長 1
センター長 2
事務局長 2
事務局次長 1
事務長 1
支所長 1
科長 1

計 65
部長 9

会計管理者 1
担当部長 5
センター長 1
事務局長 1
事務長 1
薬剤部長 1

計 19
合計 1,089 100.0% 1,089 100.0%

給料表（二）

(人） （%） 職名 （人） (人） （%） 段階
主事 12
主事（再任用） 1

計 13
業務主任 12
業務主任（再任用） 2
主任（再任用） 3

計 17
業務主任長 27

計 27
合計 57 100.0% 57 100.0%

※割合については、区分ごとに小数点第２位を四捨五入しているため合計において一致しない場合があります。

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

1級 主事の職務 401 36.8% 401 36.8% 主事

2級 主任の職務 374 34.3% 374 34.3% 主任

課長

5級 部長の職務 19 1.7% 19 1.7% 部長

係長

4級
(1)課長の職務
(2)課長補佐の職務

127 11.7%

62 5.7%
課長
補佐

65 6.0%

3級 係長の職務 168 15.4% 168 15.4%

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

1級 主事の職務 13 22.8% 13 22.8% 主事

2級 業務主任の職務 17 29.8% 17 29.8%
業務
主任

業務
主任長

3級 業務主任長の職務 27 47.4% 27 47.4%



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和8年4月1日現在）

給料表（三）

(人） （%） 職名 （人） (人） （%） 段階
医員 8

計 8
主任医員 4

計 4
診療科部長 10
診療科担当部長 5
診療技術科担当部長 1
医長 23

計 39
副院長 2

計 2
診療部長 1
診療技術部長 1
副診療部長 2

計 4
合計 57 100.0% 57 100.0%

給料表（四）

(人） （%） 職名 （人） (人） （%） 段階
主事 174
主事（再任用） 3

計 177
主任看護師 14

計 14
副看護師長 13
主査 1
主査（再任用） 1

計 15
看護師長 10

計 10
看護科長 5

計 5
看護部長 1

計 1
合計 222 100.0% 222 100.0%

※割合については、区分ごとに小数点第２位を四捨五入しているため合計において一致しない場合があります。

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

主任

2級 主任医員の職務 4 7.0% 4 7.0% 係長

1級 医員の職務 8 14.0% 8 14.0%

課長

6 10.5%

2 3.5%

3級 医長の職務 39 68.4% 39 68.4%

副院長

4 7.0%
副院長

院長

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

主事

2級 主任看護師の職務 14 6.3% 14 6.3% 主任

1級 看護師の職務 177 79.7% 177 79.7%

課長

5級 看護部長の職務 1 0.5% 1 0.5% 部長

係長

4級
(1)看護科長の職務
(2)看護師長の職務

15 6.8%
10 4.5%

課長
補佐

5 2.3%

3級 副看護師長の職務 15 6.8% 15 6.8%

4級
(1)副院長の職務
(2)診療部長の職務



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和8年4月1日現在）

特定任期付職員

(人） （%） 職名 （人）

合計 0 0.0%

※割合については、区分ごとに小数点第２位を四捨五入しているため合計において一致しない場合があります。

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合計 内訳

１号給
特に高度の専門的な知識経験を
有する者がその知識経験を活用
して従事する職務

0 0.0%
- 0

３号給
著しく高度の専門的な知識経験を
有する者がその知識経験を活用
して従事する困難な職務

0 0.0%
- 0

計 0

計 0

２号給
特に高度の専門的な知識経験を
有する者がその知識経験を活用
して従事する困難な職務

0 0.0%
- 0

計 0

計 0

４号給
著しく高度の専門的な知識経験を
有する者がその知識経験を活用
して従事する特に困難な職務

0 0.0%
- 0

計 0

７号給

極めて高度の専門的な知識経験
又は優れた識見を有する者がそ
の知識経験等を活用して従事す
る極めて困難で特に重要な職務

0 0.0%
- 0

計 0

６号給

極めて高度の専門的な知識経験
又は優れた識見を有する者がそ
の知識経験等を活用して従事す
る極めて困難で重要な職務

0 0.0%
- 0

計 0

５号給

極めて高度の専門的な知識経験
又は優れた識見を有する者がそ
の知識経験等を活用して従事す
る極めて困難な職務

0 0.0%
- 0


